
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　職員数は、18年４月１日現在の人数です。

(3) 特記事項
1 常勤の特別職の給料月額減額措置
・平成18年1月1日から市長は給料月額の30％を減額しています。平成18年4月1日から教育長は給料月額の5％を減額、
　平成18年7月1日から助役は給料月額の5％を減額しています。
・平成19年3月は、市長及び助役は50％減額。　
・平成19年の4月からは、4,5月市長及び副市長は50％減額。教育長は4月5％減額,5月7％減額。　
　6月より市長30%,副市長13%,教育長7%減額。
2 管理職職員の管理職手当の減額措置
・平成18年4月1日から管理職手当の10％を減額しています。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
 　　　
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
　　　　　古河市は、｢一般市類型Ⅲ－１｣に区分されています。古河市のほかに、土浦市、福島県会津若松市及び
　　　　　栃木県那須塩原市など36市があります。

　　　３　平成17年9月12日合併のため、平成14年のラスパイレス指数は算出ができません。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（19年４月１日現在）

　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

1 「平均給料月額」とは平成19年4月1日における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

（注）１　「平均給料月額」とは、19年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものです。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものです。

（2) 職員の初任給の状況（19年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（19年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円258,000
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50.3

国

43.8

42.9

う ち 清 掃 職 員
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（19年４月１日現在）

（注）１　古河市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（注）1　旧３市町の給与条例に差異があったため、５年前の構成比較は困難となっています。　
　 　　　2　平成18年度より９級制から７級制に変更となっています。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級を　
 　　　　それぞれ統合）　　　　　
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　　　　　　　　人

　　　　　　　　％
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（18年度支給割合） （18年度支給割合） （18年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ 1.6 ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5％～15％ ・役職加算　5％～20％ ・役職加算　5％～20％

・管理監督加算　10％～20％ ・管理職加算　10％～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

（2) 退職手当（19年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

勧奨の場合　 勤続10年以上４号,勤続20年以上8号 定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、18年度に退職した職員に支給された平均額です。
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 (3) 地域手当

（19年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

(２２年度の制度完成時）

％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度                                                 

　　　　から支給率を段階的に引き上げることとしています。       
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 (4) 特殊勤務手当（19年４月１日現在）

千円

　円

　％

※ 平成20年度からは特殊勤務手当については、7項目に削減されます。

心身障害児・者の社会適応又は
心身障害者の社会就労に関する
訓練及び介助業務に従事する職
員が当該業務に従事したとき。

汚物処理作業手当

主な支給対象職員

(２ ) 行旅病人の救護作業に従事
したとき。

(１ ) 行旅死亡人その他死体の処
理作業に従事したとき。

(３ ) 結核患者又は精神病患者の
移送に従事したとき

保育所において保育業務に従事
するとき（ 所長を除く。）

保健指導又は予防接種業務に従
事する保健師及び看護師が当該
業務に従事したとき。

１月につき4,500円

市税の徴収業務

１回につき 2,000円

し尿関係１日につき 350円
ごみ関係１日につき 300円
下水側溝関係１日につき 250
円

規則で定める救護、防疫
又は防除作業

保健指導又は予防接種
業務

し尿収集作業、し尿処理
作業、ごみ収集作業、ご
み処理作業又は下水側
溝清掃作業

結核患者又は精神病患
者の移送

行旅死亡人その他死体
の処理作業

行旅病人の救護作業

１回につき 500円

１日につき 500円

１回につき 500円

１日につき 350円

１月につき 3,000円

用地の取得又は当該用
地取得に伴う物件の移
転若しくは権利の補償に
関し、所有者又は権利
者との交渉業務

専ら土木作業に従事す
る場合

１回につき 500円

保育所においての保育
業務

社会福祉業務手当

犬猫死体処理作業

(１ ) し尿収集作業、し尿処理作
業、ごみ収集作業、ごみ処理作業
又は下水側溝清掃作業に従事し
たとき。

用地の取得又は当該用地取得に
伴う物件の移転若しくは権利の補
償に関し、正規の勤務時間外又は
休日において、所有者又は権利
者との交渉業務に従事したとき。

専ら土木作業に従事する職員が
当該作業に従事したとき。

手当の名称

社会福祉の現業又は指導監督に
関する業務に従事する職員が当
該業務に従事したとき。

心身障害児・者訓練介助
手当

各医療施設を総括する医師

8,913

 応急作業手当
応急作業（ 重大な事故、自然災
害、火災等により発生した作業）に
従事したとき。

職員全体に占める手当支給職員の割合（18年度）

(２ ) 犬猫死体処理作業に従事し
たとき。

心身障害児・者の社会
適応又は心身障害者の
社会就労に関する訓練
及び介助業務

１回につき 500円(時間外は１
回につき1,000円)

主な支給対象業務

各医療施設の総括

社会福祉の現業又は指
導監督に関する業務

出張して市税の徴収整理又は財
産差押さえその他これに関連する
事務に従事したとき。

医師手当

保育業務手当

保健予防業務手当

行旅死病人等取扱手当

 防疫等作業手当

応急作業（ 重大な事故、
自然災害、火災等により
発生した作業）への従事

 １回につき 1,000円（ ただし、
時間外のみ）

左記職員に対する支給単価

13手当の種類（手当数）

規則で定める救護、防疫又は防除
作業に従事したとき。

漏水工事現場作業に従事したと
き。

用地交渉業務手当

建設作業手当

支給実績（18年度決算）

漏水工事現場作業への
従事

現場作業手当（ 公営企
業のみ）

１月につき 3,000円

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

１日につき 250円

１月につき 3,000円（従事日数
が勤務を要する日の1/2未満
は1,500円）

１日につき 500円（ただし、１月
の限度額は10,000円）

１月につき300,000円

59

14.3

徴収業務手当
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

（6) その他の手当（19年４月１日現在）

千円

千円

千円

千円

　 ※ 平成20年度からは住居手当について、6年目以降の支給は廃止され､国と同様となります。

５　特別職の報酬等の状況（19年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

1年：5.5　2年：11.0　3年：16.5　4年：22.0 　

1年：3.1　2年：6.2　3年：9.3　4年：12.4　　

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

39,417

47,046

132,542

623,000

（参考）類似団体における最高／最低額

431,000

840,000 350,000

82

51

538,000

3.35

410,000

同

異

450,000

380,000

（18年度決算）

千円

異なる内容

4,340,000

123,105 228

任期満了後

任期満了後

9,900,000

支給職員１人当たり支給実績

490,000

369,000

千円

千円

千円

473

286,400

管理職手当

報

酬

副 議 長

議 長

部長15％　　総括参事
13％　　　参事12％
課長11％　　副参事10％
課長補佐 9％

副 市 長

議 員

助 役

市 区 町 村 長

議 員

副 議 長

収 入 役

　　（19年度支給割合）

3.35

　　（19年度支給割合）

６年目以降
も支給(国は
６年目以降
は支給しな
い）

１０％減額
措置を実施

扶養手当

住居手当

支 給 実 績 （ 18 年 度 決 算 ）

同

配偶者 13,000円
配偶者以外扶養親族
6,500円
配偶者なしの場合の扶養
親族１人目　11,000円

借家の限度額 27,000円
５年目までの月額 2,500
円　　　６年目以降月額
1,000円

異

との異同

給

料

1,080,000

給 料 月 額 等

450,000

（18年度決算）

交通機関利用者の支給
限度額 55,000円
自家用車等利用者の支
給限度額 24,500円

議 長

通勤手当

区 分

市 区 町 村 長退
職
手
当

備　　　　考

市 長

副 市 長

期
末
手
当

内容及び支給単価
国の制度

平均支給年額
国の制度と

188

143,043

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 18 年 度 決 算 ）

700,000

450,000

900,000

350,000

手　当　名
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数 　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数 　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数 　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

1,025 -15

70

-13

711

37

73

873 -2

19
106

-1

42 -6 分庁舎方式による支所下水道課の職員減

152

-6 分庁舎方式による介護保険業務職員の減

63

分庁舎方式による教育課､社会体育課の職員減

-2

＜参考＞

48.70

55.75

-12

169

10

住民保健活動業務への職員配置の増により

＜参考＞

59.80

2
1

事務の統廃合により

78.36

支援活動課と障害者福祉センターとの統合等によ

課内室等の新設により

主に都市計画業務への職員配置の増により

物産業務への職員配置の増により

市民税課､資産税課の分庁舎方式による職員減

分庁舎方式による農政課､農業振興課の職員減

204 213

職 員 数

0 3
38

108
18

32

9

-6
3

議員数削減による業務減

-1
勤労青少年ホームが商工政策課に移管されたため

-3

主 な 増 減 理 由

議会

普
通
会
計
部
門

小　計

一
般
行
政
部
門 衛生

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

総務

土木

税務
労働

89 88

平成19年

912

対前年
増減数平成18年

小　計

701

875

38

165

消防部門

計

教育部門 174

＜参考＞

7

70.21

合　　計
1,040

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

水道

下水道

その他

農林水産
商工

171民生

79

48

[    1,093    ］

162

[      0      ］[    1,093    ］
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（2)年齢別職員構成の状況（19年４月１日現在）

　

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）第１次定員適正化計画における定員管理の数値目標（数・率）

1,024191 140 0

人

～

40歳

47歳

～

39歳

36歳 48歳44歳

計

～ ～

56歳 60歳

～ ～

人

平成22年4月1日

平成17年4月1日

平成17年4月1日

職員数

83 7.7

以上

人

59歳

52歳

122

人人 人

純減率

55歳

人

27歳 31歳

24歳 28歳

～ ～

1431

人

7.7%の純減平成22年3月31日

純減数

計画期間

数値目標
始　期

1,077 994

職員数

人 人

12 30

区　分

未満

～

20歳

154 89 79

～

32歳

35歳

20歳

23歳

終　期

職員数

43歳

人人 人

51歳

63

構成比

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

%
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②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間です。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降  
  　　　　現年までの職員増減数の累計を示します。                                              

７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況
ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。
      ２　職員数は、19年3月31日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（19年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

-43

152 155

-12

162

(48.8％)10

711

45.3

-事 業 者

団 体 平 均 375,666

区　　分 職員数

古 河 市 46.9

　　　　　　区　　分

Ａ  

-4増 減 6 (175％)-13

-36(66.7％)

―

　　　　（　　％）

994

区　　分 総費用 純損益又は実

増 減

368,341

数値目標計

（参考）

689711

平均月収額

-12

２年目

１７年～

186

１８年

Ｂ　

一般行政

３年目

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

２０年

職員数 732 701

１７年

572,943

基本給平　均　年　齢

１９年

174

152

296,916

める職員給与費比率

13.5

計画始期 １年目

教　育

消　防 職員数

増 減

職員数 150

159

計

公 営 企 業 職員数

等 会 計

職員数

165

17年度の総費用に占

-83(62.7％)

千円　　　　　千円 千円　

1,025

職員給与費比率

総費用に占める

　　　　　　Ｂ／Ａ

-15

　質収支

増 減

38 164,841 22,892 68,122 255,855

15.0

6,895

（参考）全国平均

期末・勤勉手当 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

一人当たり給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　　千円 千円 千円

職員手当 　　計　　Ｂ　　　　　　Ａ 給　 料

1,976,998 79,580

-37

1,025

増 減

-31

18年度

1,077 1,040

162

％ ％

18年度 人 千円 千円 千円

6,733

585,414
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 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

　　　４ 職員数の手当の状況(１)に同じ。ただし、１人当たり平均支給額は、1,793千円です。

イ　退職手当（19年4月1日現在）

　　　４ 職員数の手当の状況(2)に同じ。

ウ　地域手当（19年4月1日現在）

　　　４ 職員数の手当の状況(3)に同じ。

エ　特殊勤務手当（19年4月1日現在）

千円

千円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（19年4月1日現在）

千円

千円

千円

千円

④定員管理の数値目標及び進捗状況

　６ 職員数の状況(３)に同じ。

手当の名称 主な支給対象職員

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

支給実績（18年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（18年度） 36.8

手当の種類（手当数） 1

140

10

 １回につき 1,000円（ ただし、
時間外のみ）

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 18 年 度 決 算 ） 201

現場作業手当
漏水工事現場作業に従事したと
き。

漏水工事現場作業への
従事

支 給 実 績 （ 18 年 度 決 算 ） 5,647

手　当　名

支給実績 支給職員１人当たり国の制度 国の制度と

（18年度決算） 平均支給年額との異同内容及び支給単価 異なる内容

93

扶養手当

配偶者 13,000円
配偶者以外扶養親族
6,500円
配偶者なしの場合の扶養
親族１人目　11,000円

同

住居手当

借家の限度額 27,000円
５年目までの月額 2,500
円　　　６年目以降月額
1,000円

異

６年目以降
も支給(国は
６年目以降
は支給しな
い）

千円

4,595 千円 459

通勤手当

交通機関利用者の支給
限度額 55,000円
自家用車等利用者の支
給限度額 24,500円

同

管理職手当

部長15％　　総括参事
13％　　　参事12％
課長11％　　副参事10％
課長補佐 9％

異
１０％減額
措置を実施

（18年度決算）

1,458 千円 50

6,124 千円 244

1,969
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